
（別表)

現地活動拘束時間 あきた観光アンバサダーへの報酬額

４時間以内 ５，０００円

４時間を超え８時間以内 １０，０００円

８時間超過時 １３，０００円

（ただし１０時間以内を限度とする）

出張時 現地活動がある拘束日×１０，０００円

（１日８時間以内）

出張時の８時間超過時 現地活動がある拘束日×１３，０００円

（ただし１０時間以内を限度とする）


